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番号法第９条第 項に基
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該当部分

務 趣旨又 目的 規
定さ い 箇所

務 趣旨又 目的

独自利用 務 関連規範 糸田町重度障害者 療費 支給に関 条例

特別児童扶養手当等 支給に関 法律に 障害児福祉手当若しく 特
別障害者手当又 昭和 十 法律第三十四号附則第九十七条第一項 福
祉手当 支給に関 務 あ 主務省令 定

糸田町重度障害者 療費 支給に関 条例に 療費 支給に関 務
あ 規則 定

糸田町行政手続におけ 特定 個人を識別 た 番号 利用等に関 法
律に基 く個人番号 利用及び特定個人情報 提供に関 条例 別表第 第

項
糸田町重度障害者 療費 支給に関 条例に 療費 支給に関 務

あ 規則 定

特別児童扶養手当等 支給に関 法律 昭和三十九 七 日法律第
百三十四号

糸田町重度障害者 療費 支給に関 条例

第一条 こ 法律 精神又 身体に障害を 児童に い 特別児童
扶養手当を支給し 精神又 身体に重度 障害を 児童に障害児福祉
手当を支給 に 精神又 身体に著しく重度 障害を 者に特
別障害者手当を支給 こ に こ 者 福祉 増進を図 こ を目
的

こ 条例 重度障害者 療費 一部をそ 者又 そ 保護者に支給 こ
に こ 者 福祉 増進を図 こ を目的

- 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
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委 員 会 規 則 第  条 第  項 に 基  く 届 出 書

 都道府県知 市 町村長等

福岡県

知事 市区町村長等


